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１．第75回高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
第6回官民データ活用推進戦略会議 合同会議

（平成30年12月19日開催）
「デジタル時代の新たなＩＴ政策の方向性」について
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・・・ＡＩ、ビッグデータ時代の新たな資源であるデータをめぐっては、現在、熾烈（しれつ）な争奪戦が世界で繰り
広げられています。しかし、データを活用したイノベーションを起こすためには、セキュリティやプライバシーについて、透
明性が高く公正かつ互恵的なルールの下で、自由にデータが流通する環境を整備しなければなりません。

このため、世耕大臣を中心として、個人情報や重要産業データを適切に保護しつつ、我が国主導で、自由で
開かれた国際データ流通圏を世界に広げていくための国際連携を進めてください。
また、その前提として、関係大臣において、個人情報保護法を始め必要な国内の法令整備と、体制強化に直
ちに着手してください。

国内においては、官民のデジタル化が急務です。ＡＩ時代の人材育成や、時代遅れとなったシステムの刷新
など、官民の緊密な連携の下、取組を強力に推進してください。

各大臣におかれてはこれらの政策に関し、平井大臣を中心に来年春を目途に、Society 5.0時代に向けた新
たなＩＴ政策大綱を取りまとめ、速やかに実行してください。

第75回高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部第6回官民データ活用推進戦略会議 合同会議
（平成30年12月19日開催）総理発言
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■データ・ガバナンスの「大阪トラック」を

・・・最初に，私は本年のG20サミットを，世界的なデータ・ガバナンスが始まった機会として，長く記憶される
場といたしたく思います。データ・ガバナンスに焦点を当てて議論するトラック，「大阪トラック」とでも名付けて，こ
の話し合いを，WTOの屋根のもと始めようではありませんか。・・・

・・・一方では，われわれ自身の個人的データですとか，知的財産を体現したり，国家安全保障上の機密を
含んでいたりするデータですとかは，慎重な保護のもとに置かれるべきです。しかしその一方，医療や産業，交
通やその他最も有益な，非個人的で匿名のデータは，自由に行き来させ，国境をまたげるように，繰り返しま
しょう，国境など意識しないように，させなくてはなりません。

そこで，わたしたちが作り上げるべき体制は， DFFT（データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト）のためのものです。
非個人的データについて言っているのは申し上げるまでもありません。

第四次産業革命，そして同革命がもたらす，わたしたちが「ソサエティ5.0」と呼んでいる社会がメリットを及ぼ
すのは，わたしたち個人です。巨大で，資本集約型の産業ではありません。 ソサエティ5.0にあっては，もはや
資本ではなく，データがあらゆるものを結んで，動かします。富の格差も，埋めていきます。・・・

（参考）
安倍総理大臣による世界経済フォーラム年次総会演説 「『希望が生み出す経済』の新しい時代に向かって」
（2019年1月23日） （仮訳）～抜粋
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２．データ流通・活用に関する取組状況
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 データは「個人情報を含むデータ（以下、「パーソナルデータ」という）」、「匿名加工されたデータ」、
「個人に関わらないデータ（IoT機器からのセンシングデータ等）」の３つに分類することができるが、
データ流通の便益を個人及び社会全体に還元するために、これら3つのデータの流通・活用を全体
として活性化することが急務。

※ 個人に関わらないデータであっても他のデータと組み合わせることによって、個人の特定につながる可能性があることに留意が必要
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匿名加工データ
例）個人を特定できないように加工
された人流情報、商品情報等
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個人情報を含むデータの業種・業界を越えた流通に
より実現する便益（想定）
 観光分野
 訪日外国人の増加等観光関連産業の活性化
 個人ニーズに応じたおもてなしサービス提供

 金融・フィンテック分野
 金融市場の活性化
 資産の一元管理、最適な資産運用

 医療・介護・ヘルスケア分野
 健康寿命の延伸、医療費の適正化
 健康意識の向上、行動変容による健康増進

 人材分野
 個人の適切な能力評価、最適な人材活用

 農業分野
 高度な生育管理、戦略的な農産物生産・出荷
 ノウハウの継承、戦略的農業経営の展開

 防災減災分野
 的確な被災者把握
 実態を踏まえた支援物資搬送やインフラ復旧計画策定

 交通分野
 渋滞緩和による環境改善、最適なインフラ管理
 混雑状況や天候に応じた最適なナビゲーション

「AI、IoT時代におけるデータ活用WG 中間とりまとめ」（2018.3）



データ流通・活用に関する取組状況（中間とりまとめ後）

 官民データ活用推進基本法（平成28年12月公布・施行）や「データ流通環境整備検討会 AI、IoT時代にお
けるデータ活用WG」中間とりまとめ（平成29年３月）等を受け、総務省／経済産業省の「情報銀行の認定に
係る指針Ver1.0」の公表やデータ流通推進協議会の設立など、各省庁や民間団体による取組が推進されている。

＜主な取組状況＞
時期 関係省庁等 取組内容

平成29年４月 経済産業省／総務省 「データ流通プラットフォーム間の連携を実現するための基本的事項」を公表
平成29年５月 個人情報保護委員会 「改正個人情報保護法」が全面施行

平成29年７月 総務省 情報通信審議会 「IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り
方」第四次中間答申

平成29年11月 民間団体 データ流通推進協議会が設立
平成29年11月
～30年４月 経済産業省／総務省 「データポータビリティに関する検討会」を開催

平成30年３月 経済産業省／総務省 「カメラ画像利活用ガイドブックVer2.0」を公表

平成30年５月
内閣官房健康・医療戦略室 「次世代医療基盤法」が施行
経済産業省 「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が公布

平成30年６月
経済産業省 「生産性向上特別措置法」が施行
総務省／経済産業省 「情報銀行の認定に係る指針Ver1.0」を公表
経済産業省 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を公表

平成30年８月 経済産業省／総務省 「新たなデータ流通取引に関する検討事例集Ver2.0」を公表 12



データ流通・活用ワーキンググループの開催状況

WG回次 テーマ ヒアリング内容 プレゼンター

第1回
（7/31） 政府における取組

①「情報銀行」の社会実装に向けた取組 総務省
②データポータビリティに関する調査・検討状況 経済産業省
③ﾏｲﾅﾎﾟｰﾀﾙを通じた特定健診ﾃﾞｰﾀの提供等に関する検討状況 厚生労働省

第2回
（9/11）

政府における取組 ④平成31年度予算概算要求における主な取組予定等 総務省、経済産業省

情報銀行等の社会実装に
向けた民間事業者等の取組

⑤情報銀行の取組事例（DPRIME） 三菱UFJ信託銀行
⑥パーソナルデータ活用の事例（Vitality） 住友生命保険
⑦金融業界、データ取引市場に関する取組 落合弁護士

第3回
（10/22）

行政機関等が保有する
データ活用に向けた取組

⑧国・民間が保有する個人情報の活用 個人情報保護委員会
⑨自治体が保有する個人情報の活用 総務省
⑩次世代医療基盤法に基づくデータの利活用 厚生労働省
⑪情報銀行認定に関する取組 日本IT団体連盟

第4回
（11/13）

分
野
別
ヒ
ア
リ
ン
グ

ヘルスケア ⑫医療・健診・ヘルスケアデータの流通・活用事例（Join、MySOS） アルム社
⑬ヘルスケア分野でのサービス事例（Finc等） FinC Technologies社

第5回
（12/11）

人材 ⑭芝麻信用など信用ｽｺｱｻｰﾋﾞｽと情報銀行・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ企業動向 庄司准教授
⑮フリーランスをサポートするスコアリングプラットフォーム フリーランス協会

産業データ ⑯産業データ共有促進事業に関する取組状況 NTTデータ社
⑰農業分野におけるデータ活用事例 農業データ連携基盤協議会

 個人の関与の下でのパーソナルデータの流通・活用を含め、多種多様かつ大量のデータを安全・安心に流通・活用
できる環境整備に必要な措置の検討に資するため、昨年7月より、内閣官房IT総合戦略室において「データ流通・
活用ワーキンググループ」を開催。

 これまで計5回開催し、関係省庁や民間事業者等へのヒアリング及び有識者を交えた議論を行ってきており、今後は
論点整理を行い、来年度第1四半期を目途にとりまとめ予定。

＜これまでの開催概要＞
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データ流通・活用ワーキンググループにおける構成員からの主な意見

14

① 行政の保有するデータの活用について
• リアル社会において登記簿謄本や自動車保有情報などは誰でも見ることができることが制度的に担保されているが、こうし

た制度的な前提が一般に認知されていないのであれば、この点の理解を深めていくことも重要ではないか。
• 自治体ごとの解釈の相違を盾にして利活用が進まないことがないよう、国主導で検討をすすめるべきではないか。
• 地方公共団体からデータを本人に戻すことで、様々な分野・業種とのデータ共有によるメリットが生まれるのではないか。
• 自治体ごとの解釈の相違については、総務省のデータ利活用ガイドブックVer1.0の検討時に行ったような具体的なデータ

についての個人情報への該当性・活用方策の検討や、個人情報審査会における判断の考慮要素などを検討することが
有効ではないか。

② 民におけるデータ流通促進について
• データ活用における民間企業の躊躇を取り払う必要。「この範囲であれば全く問題ない」という視点を提示することも検討

すべきではないか。
• 情報信託機能における利用者のコントローラビリティについて、例えば同意の撤回の効果や、データ提供先の選択の幅な

ど、競争領域として様々な形態が考えられるが、今後、実証実験等も踏まえて議論を深めるべきではないか。
• 事業者の革新的なサービスにより、制度面で当初想定していなかったデータの活用形態も考えられる（例：当初個人

情報に該当しなかったデータが、分析等の過程で事後的に個人情報に該当することとなった場合の取り扱い等）ことから、
法的な対応が必要な場合の方策について、特区やサンドボックスの積極的な活用はもとより、積極的な対応を検討すべ
きではないか。

• 情報銀行Aから本人経由で取得したデータで情報銀行Bが利益を得た際、利益の一部を情報銀行Aに還元される仕組
みがあれば複数の情報銀行でのエコシステムが成立するのではないか。
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データ流通・活用ワーキンググループにおける構成員からの主な意見
③ 利用者におけるデータ活用の阻害要因について

• データ提供に対するインセンティブの設定（金銭の対価など）が気持ち悪いと受け止められる場合もあり、個人情報の
利用について世間一般にセンシティブになっている状況があるのではないか。

• 様々な事業者によるサービスのどのポイントに由来して利用者の受容性が生じるか（例：事業者の信用、情報信託機
能の認定指針への準拠、インセンティブの内容（対価の多寡など）等）を調査・分析する必要があるのではないか。

④ データポータビリティ・本人による情報の管理について
• データポータビリティにより個人が自分のデータを活用するようになれば、データ利用が増え、企業にとってもエコシステムが

成立するのではないか。
• 域外適用できない法令でデータポータビリティを制度化した場合、国内企業にだけ足枷をはめることになり問題。
• ビジネスを阻害する懸念からデータポータビリティの法制化は慎重に考えるべきではないか。
• 医療分野でのデータ活用については、①医療関係者に見せる形で活用する場合と②フィットネス業界や健康指導等で

活用する場合で扱うデータの範囲を分けて検討すべきではないか。前者についても、検査、診断、処置といった一連の流
れでのデータのライフサイクルの局面ごとに、医療関係者と患者本人の管理権がどこまで及ぶのか、整理する必要がある。

• 医療情報については、医療のカテゴリーの特殊なパターナリスティックな保護というのがあってもよいのではないか。

⑤ 制度面の課題について
• 行政機関等個人情報保護法における非識別加工情報（個人情報）と、個人情報保護法における匿名加工情報の

法的位置付けの差異について、行政データの流通・活用の観点から検討が必要ではないか。
• GDPRについては、域内各国のエンフォースメントの問題や各国ごとに例外規定が出る可能性やデータの囲い込みの懸

念など、課題も認識しつつ、我が国のデータ流通の促進策を検討すべきではないか。
• ソーシャルプラグインのような技術が発展するにつれて、安全・適法にデータ流通できるルールの整備が重要になってくるの

ではないか。
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